
目 裁判外紛争解決手続(行 政ADR)の 規定の整備

派遣労働者 と派遣元または派遣先との間で、次の事項 に関 して トラブルとな った場合 には、
「都道府県労働局長 による助言 ・指導 ・勧 告」や 「紛争調整委員会による調停」 を求めること

がで きます。この制度は無料で利用する ことができ、調停等の 内容が公 にされな いため、 プラ

イバ シーが保護されます。また、 これ らを求めた ことを理由と して、派遣元及び派遣先は派遣

労働者 に対 して不利益な取扱いを してはならない こととされて います。

〈派遣元が講ずべき措置〉

① 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的取扱いの禁止
② 労使協定に基づく待遇の決定

③ 雇入れ時 ・派遣時の明示 ・説明
④ 派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

〈派遣先が講ずべき措置〉

① 業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練の実施
② 食堂、休憩室、更衣室の利用の機会の付与

☆ 「派遣労働者の同一労働同一賃金について」(厚 生労働省1-lP)に おいて、改正内容の詳細 をまとめ

たパンフレット、不合理な待遇差解消のための点検 ・検討マニュアルなどの参考資料を公表 しています。

～ご不明な点については、まずお近くの都道府県労働局へお問い合わせください～
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派遣先の皆さまへ

2020年4月1日 から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行さ

れます。改正点は次の3点です。

1.不 合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派 遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁 判外紛争解決手続(行政ADR)の 規定の整備

それぞれの改正内容をご確認の上、派遣で働 く方の公正な待遇が確保されるよう、適切に対応 して

ください。

0不 合理な待遇差をなくすための規定の整備

以下の①または②の待遇決定方式により公正な待遇が確保されます。

① 【派遣先均等 ・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等 ・均衡待遇

② 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

※2020年4月1日 をまた ぐ労働者派遣契約も同日か ら適用されますので、事前に手続きを進め

て ください。

※ 派遣元で採用 している待遇決定方式 は、派遣元のHPな どで確認できるよ うにな ります。

ご不明な場合には、派遣元 にお問い合わせください。

派遣先

の

鐵 比較対象鵬 の待遇1翻 提供

◎f⇒ ◎
均等/均 衡

く通常の労働者〉 〈派遣労働者〉

(無期雇用フルタイム)

〈派遣元の義務〉

「均等待遇 」
① 職務 内容(※1)、 ②職務内容 ・配置の変更範 囲(※2)が

同 じ場合には差別的取扱 いを禁 止

「均衡待遇 」 ⑦ 職務 内容(※1)、 ②職務内容 ・配置の 変更範 囲(※2)、

③ その他の事情の相違を考慮 して不合理な待遇差 を禁止

★r均 衡待遇」 を確保 しつつ、派遣労働者の職 務の内容、職務の成果、 意欲、能力

または経験そ の他の就業の実態 に関する事項 を勘案 して賃金を決定 〈努力義務 〉

※1職 務 内容とは、 「業務の内容」十 「責任の程度」 をいいます 。

※2職 務 内容 ・配置の変更範 囲とは 「人材活用の仕組みや運用等」をいいます

(う 厚生労働省 ・都道府県労働局
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派遣元

派遣

派遣労働者含む

◎ ◎

〔過半数労働組合　　　　or過半数代表者 〕

労使協定の締結

書面の交付等の方法により、
労働者に周知されます。

〈

8
〈使用者〉

〈労使協定に定める事項 〉

④ 協定の対象となる派遣労働者の範囲

② 賃金決定方法(同 種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が向上した場合に改善)

③ 職務の内容な どを公正 に評価 して賃金を決定すること

④ 賃金以外の待遇決定方法(派 遣元の通常の労働者(派 遣労働都 余く)と の間で不合理な相違がない)

⑤ 段階的 ・体系的な教育言川練を実施すること

⑥ 有効期間 など

協定を書面で締結 していない場合、協定に必要な事項が定められていない場合、

△ 醸 定めた藝 欝1ま ξいなし'曇合 灘 表篶 切鼎 筐れてし'なし'蝪合

★ 職務内容に密接に関連する 「安全管理に関する措置 ・給付」は、派遣先の通常

の労働者との間で不合理な相違などが生じないことが望ましいとされています。

〉 派遣労働者の待遇決定に関 しては、いわゆる 「同一労働同一賃金ガイ ドライン」

(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)が 参考 にな ります。

目 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

派 遣 元 に 対 し、 雇 入 れ 時 ・派 遣 時 に 次 の 事 項 を 明 示 ・説 明 す る 義 務 が 課 さ れ ま す 。
・')-i)'`i動MI　に 美 頂 の 明 示(昇 給 ・退 職 手 当 ・賞 与 の 有 無 な ど)

・ 派 遣 均 ん ・鐵 一 エ'た はE'II'5力 定 式 に よ ＼合 理 な1、 遇 差 を 刀消

豆る旨の説明
など

ま た 、 派 遣 元 に 対 し、 派 遣 労 働 者 の 求 め に 応 じて 、 派 遣 楢 動者 と 比 六文、i}-yi動 者 と の

日の/、ISの 目違 の 穴 ・理 由 脈 遣 註雲 ・均'一 式 ま た はe:i1t6力 定 エ'に よ

る∠、濁 定に当たって 慮 した 頂な どを説明する義務が課されます。

労働者派遣契約 を締結 する前 に、あ らか じめ、派遣元 に対 し、比較対象労働者の待遇

な どに関す る情報を提供 しなければな りません。

※ ・ 白廿をぜ ・ 派遣元 との 日で 動者1遣1、t・ を,、結 る ことはで せん

■

ミミ
緊 ①比較対象労働者の待遇情報の提供

A

書面の写 しを派遣終 了日か

ら3年 間保存してください。

書面の交付

ファクシミリ

電子メールなど

2派 遣契約 の糸結

派遣元事 業主が【派遣先均等・均衡方式】または【労使 協定方式】により派遣労

働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣"ミ金について配慮ses　がかかLま 一。

ロ コ

1比 較対象労働者の選定1次 の④～⑥の優先順位により 「比較対象労働者」を選定します。
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⑦
②
③
④

⑤

⑥

「職務内容」 と 「職務 内容及び配置の変更範囲」が同 じ通常の労働者

「職務 内容」が同 じ通常の労働者

「業務 内容」 または 『責任の程度 』が 同 じ通常の労働者 労使協定方式の場合
、比較「職務 内容及び配置

の変更範囲」が 同 じ通常の労働者 対象労働者の選定は不要

④～④ に相当す るパー ト ・有期雇用労働者
(短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者との間で坦衡箇遇が確保されていることが必要)

派遣労働者 と同一の職務 に従事させ るために新た に通常の労働者 を雇い入れた と仮定

した場合 における当該労働者(派 遣先の通常の労働者との間で適噸 遇が確保されてし、ることが必要)

提供する 「待遇に関する情報」とは 待遇決定方式別に次の情報を提供 します。

【派遣先均等 ・均衡方式】の場合 → 比較対象労働者 に関する次の事項

④ 職務の内容、職務 の内容及び配置の変更の範 囲並びに雇用形態 ② 選定理由

③ 待遇 の内容(昇 給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)

④ 待遇の性質及び 目的 ⑤ 待遇決定 に当た って考慮事項

【労使協定方式】の場合

④ 業務に必要な能力を付与するための教育言川練 ② 食堂、休憩室、更衣室の利用

〈教育訓練〉

派遣元の求め に応 じて、派遣労働者 に対 しても

の 玄訓,を 実施するなどの義務が あります。

〈福利厚生施設〉 →
△堂 ・ 憩室 ・ 衣 室

勿品目売一・1一 診.、一 浴場 理 多室

孜のIX行 に必 な能力を ・与 るた め

派遣先の労働者が利用 する福利厚生施設に関する措 置
→ 利用の機 会を与える義務 があ ります。

ts-・ 図妻食 ≡堂 娯)く室'軍 場

本 倉h設 な ど の 鯖几 → 利 用 に関 す る便 宜 供 与 を講 ず る よ う配 慮 す る義 務 があ り ます
。

〈 情 報 提供 〉

派 遣元 の 求 め に応 じて 、 派遣 先 の 労 働 者 に 関す る 情 報、l　IEN・・1ri4　者 の マ　遂'一・'1な ど

の 桂 白tt　 る な ど必 な 力力 をす るよ う に配 慮 す る義 務 が あ りま す。


